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は し が き

「事例に学ぶ」シリーズは、具体的な事例を用いて案件処理のポイントや

流れをわかりやすく解説したもので、長年、若手弁護士が自らの研鑽のため

に活用できる書籍として好評を博している。今回、その「事例に学ぶ」シリー

ズに「著作権事件」が加わった。

知的財産権が関係する案件（「知財案件」）は、これまで「事例に学ぶ」シ

リーズが題材にしてきた交通事故や行政事件、労働事件などに比べると、残

念ながら、その数は少なく、しかも、都市部に偏在しているといわれる。ま

た、その内容としても、たとえば、特許事件などは難解な技術が関係したり、

特許庁の手続も関連したりして案件処理は容易ではない。そのため、一般の

知財案件は、都市部にある、そのような案件を専門とする事務所でなければ、

若手弁護士が接する機会を得ることは難しい。

しかし、知的財産法の中でも、著作権法は、人の社会活動の実に多くの場

面で関係する法律である。

美術・芸術、エンターテインメントの分野はもちろんのこと、IT関係の

ビジネス、一般の製造業、サービス業でも問題になり得るし、ひいては、一

般の個人の生活や活動にまで広く登場する。それも、SNSが広まったことで、

誰からも、どこからでも情報発信がなされるようになった昨今においては、

企業活動等が盛んな都市部だけでなく、地方においても、著作権法に関する

問題は多々発生している。

著作権法がそのような法律であることから、著作権事件は、知的財産権に

関する案件の中では、都市でも地方でも、法律事務所の規模等を選ばず、若

手弁護士が最初に扱う可能性が高いものであり、また、その後も数多く取り

扱う可能性がある法分野であるといえる。その意味で、著作権事件は、案件

処理実務のいわば入門書である「事例に学ぶ」シリーズの中に加える知的財

産権の法分野としては、うってつけといえるだろう。

そして、本書は、知財弁護士の育成を目指す全国ネットワークである「弁

護士知財ネット」に属する中堅弁護士 4 名による共著である（弁護士知財ネッ

トについては、コラム「ご存知ですか『弁護士知財ネット』」を参照いただきたい）。
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それぞれの弁護士が、自身の経験を踏まえ、著作権事件を処理するための

実務上の留意点や創意工夫を余すことなく記載しており、各事例における弁

護士と依頼者等とのやりとりなどを通じて、事件処理のノウハウだけでなく、

著作権事件のおもしろさも感じ取っていただけるのではないだろうか。

また、取り上げた案件は、典型的・伝統的な著作権侵害事件からSNSなど

が関係するような比較的新しい相談案件まで多様であり、また、各弁護士が

著作権事件に対応する中で感じたことなど、様々なトピックをまとめたコラ

ムも大変興味深い内容になっている。なお、著作権法は改正の多い法律であ

るが、本書の内容は、令和 5 年までの改正を踏まえたものになっている。

読者となる若手弁護士や司法修習生、ロースクール生などの皆さんにおか

れては、著作権が関連する案件をまずは一通り学びたいということであれば、

第 1 編「はじめに」からお読みいただき、「はじめに」で解説した流れや一

般論も踏まえつつ第 2 編の各事例をお読みいただくことをお勧めする。し

かし、本書の事例やコラムは、いずれもそれだけでも十分に楽しめる内容に 

なっているので、興味のある事例やコラムから順不同でお読みいただくこと

でも全く問題ない。いや、むしろ、まずは事例やコラムを通じて、著作権事

件に対する興味関心を深めていただき、必要に応じて、総論の該当箇所を確

認するという読み方が最も効率的かもしれない。

いずれにしても、本書を通じて、多くの若手弁護士が著作権事件に関心を

もち、知財弁護士への道を進んでいただければ幸いである。

末筆となったが、本書の編集をご担当いただいた民事法研究会の都郷博英

氏及び堺紀美子氏には、われわれ執筆者の勝手気ままな要望も受けとめてい

ただきつつ、本書を読者にとってわかりやすい形に導いていただいた。また、

纏さんには、事案に適したかわいらしいイラストを作成・提供いただいた。

執筆者一同、心より感謝申し上げる次第である。

令和 5 年 6 月

執筆者を代表して　星　　大 介





著作権事件には、大雑把に分けて、本書で取り上げている①侵害事件、②

第三者の権利侵害を予防するための法律相談（以下、「予防相談」という）、③

ライセンス契約等の契約に関する相談・交渉があり、それぞれ思考プロセス

が若干異なる。

また、相談者が権利者側（たとえば、自身の著作権を侵害している第三者に

対して差止め等を請求する者や自身の著作物を第三者に譲渡したり、ライセンス

したりする者）なのか、それとも利用者側（たとえば、第三者から著作権侵害

を主張されている者や著作権侵害を起こさないでビジネスをしたいと考えている

者、著作権を譲り受けたり、ライセンスを受けたりする者）なのかによっても、

思考プロセスや案件処理の流れは変わってくる。

以下、それぞれの類型における一般的な案件処理を解説する。

第 章1
著作権事件の類型

2　　第 1編　第 1章　著作権事件の類型
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I
著作権侵害事件の大まかな検討プロセス

著作権侵害事件では、権利者は、侵害者に対して、侵害の停止又は予防

（差止め）及び損害賠償（場合によっては名誉回復措置（著作権法115条））を請

求することになるが、その検討は、大まかには、次頁〔図 1 〕のような主張

立証の流れに沿って行うことになる（もちろん、実際の依頼者との打合せ等の

中では、項目を行ったり来たりして検討を進めることになる）。

II
著作物性

依頼者の著作物に著作物性がなければ、第三者による著作権侵害を差し止

めることはできない。そのため、まずは、依頼者の著作物の著作物性を確認

する必要がある。

著作権法においては、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもので

あつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」（同法 2 条）と定

義されており、一般的には、以下の①思想又は感情の表現であること、②創

作性があること、③文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであるこ

との 3 つの要件を満たす必要があるとされている。

1 　思想又は感情の表現であること

この点について問題になるのは、著作権法が保護対象としているのはあく

までも「表現」であって、「思想」や「事実」、「アイデア」それ自体ではな

いということである。

第 章2
著作権侵害事件
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たとえば、学術論文における学説そのもの（知財高判平22・ 5 ・27判タ1343

号203頁等〔脳機能画像解析学術論文事件控訴審〕）やノンフィクション作品の

扱う歴史上の事実そのもの（東京地判平13・ 3 ・26判時1743号 3 頁等〔大地の

子事件〕）は、「表現」ではないため、著作物性が認められないとされている。

しかし、たとえば、歴史上の事実に関するものであっても、それを創作的

〔原告（権利者）が主張立証〕

著作物性

〔被告（利用者）が主張立証〕

・  思想や事実、アイデア
・  創作性なし

・  創作していない
・  譲り受けていない

・  依拠していない
・  同一・類似ではない
・  類似部分に創作性なし

・  損害推定覆滅事由

・  抗弁阻却事由

著作物の帰属

侵害行為

抗弁事由

損害額

侵害主体 ・  侵害行為を行っていない

〔図 1〕　著作権侵害事件　主張立証の流れ
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に表現したものであれば著作物性が認められるので（知財高判平22・ 7 ・14

判時2100号134頁〔箱根富士屋ホテル事件控訴審〕参照）、その境界はあいまい

であり、混同している依頼者も多い。そのため、特に、言語の著作物を扱う

際には、この点を意識しながら依頼者の著作物を精査する必要がある。

逆に、依頼者が被疑侵害者側である場合には、相手方の著作物の中で「事

実」や「アイデア」自体であると思われる部分を探していくことが重要である。

2 　創作性があること

これは、一般的には、「『思想又は感情』の外部的表現に著作者の個性が何

らかの形で現われていれば足り」（東京高判昭62・ 2 ・19判時1225号111頁〔当

落予想表事件控訴審〕）るとか、「表現されたものに何らかの表現者の個性の

表れがあれば足りる」（小倉秀夫・金井重彦編著『著作権法コンメンタールⅠ

〈改訂版〉』（第一法規、2020）35頁）などといわれており、絵画や音楽、映画

の著作物などではほとんど問題にならないが、たとえば、写真やコンピュー

タプログラム、振付けなどについては、その思想又は感情の表現に選択の幅

が少ない場合などには創作性が否定されることがある。

この点を検討するために、多くの場合、依頼者が権利者側である場合には、

それによって表現しようとしている思想・感情の内容（何を伝えたいのか、

何を実現したいのか）や、表現上の工夫、他にはどのような方法によって表

現することを検討したかなどを確認すると「個性」の表れを見出すことがで

きる。この点は、侵害事件においては、「翻案」該当性の検討とも重なるの

で、非常に重要なポイントである。

逆に、依頼者が被疑侵害者である場合には、相手方の著作物の創作性がな

いことを表す事実（たとえば、他の著作物と比較して、ありふれた一般的な表現

であることや、当該著作物が表現の選択肢が少ないものであることなど）を探す

ことが重要になる。

なお、著作物性の検討は、翻案該当性の検討とも重複することが多く、あ

わせて検討することになる。

以下、創作性が問題となることの多い①写真、②コンピュータプログラム、

③応用美術、④振付けの著作物性を検討し、その考慮要素等をみていく。
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⑴　写　真

写真は、著作権法上、著作物として保護される（同法10条 1 項 8 号）。

そして、写真の著作物は、カメラによって機械的に被写体を再製するもの

であるが、一定の場合には（むしろ、ほとんどの場合には）、著作物性が認め

られる。

その際に、撮影者の個性（創作性）が表れているものとして考慮するべき

要素としては、たとえば、①写真のアングル、②照明、③レンズ、④絞り、

⑤シャッタースピード、⑥被写体の選択・配置・組合せ、⑦背景などが挙げ

られる。

なお、これは、撮影者がプロの写真家でなく、素人であっても同様である

が、オートフォーカスで絞りやシャッタースピードなども自動で設定される

カメラでも、その他の要素に選択の幅があり、撮影者の個性が表れていれば、

ほとんどの場合著作物性が認められる。

他方で、たとえば、スピード写真の撮影装置などで撮影された写真や防犯

カメラで撮影された写真などは、上記のような要素のほとんどが固定されて

おり、個性が表れているとはいえないので、一般に著作物性が認められない

とされている。逆にいえば、このようなものでない限り、人が撮影した写真

には、意識的・無意識的を問わず、上記のうちの何らかの要素に関して選択

がなされており、創作性が認められると考えられる。写真の著作物性に関す

る詳細は、〈Case ⑥〉の事例も参照されたい。

⑵　コンピュータプログラム

コンピュータプログラムは、著作権法上、著作物として保護されるが（同

法10条 1 項 9 号）、それを構成する「プログラム言語、規約及び解法」には著

作権法の保護は及ばないとされている（同条 3 項）。そのため、必然的に、

プログラムを構成する指令の組合せについての選択の余地は広くないことか

ら、著作物性が認められる範囲も限定されるため、一般に、比較的高い水準

の創作性が要求されるものと解されている。

その際に、考慮すべき要素に関しては、特定の機能を実現するためのプロ

グラムの具体的記述が、たとえば、①誰が作成してもほぼ同一になるもの、

②簡単な内容をごく短い表記法よって記述したもの、③ごくありふれたもの
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であるような場合には、作成者の個性が発揮されていないものとして、著作

物性がないと解される（東京地判平15・ 1 ・31判時1820号127頁〔製図プログラ

ム事件〕）。コンピュータプログラムに関する相談を受けた場合には、相談者

（たとえば、プログラマー）から、「実行しようとしている機能」や「その機

能を実行するためにそのプログラムの記述以外にどのような構成があり得る

か」等について、詳細に説明を受け、上記のような場合にあたらないか確認

する必要がある。コンピュータプログラムの著作物性の詳細については、

〈Case ⑧〉の事例も参照されたい。

⑶　応用美術

実用品に付される美的なデザインは応用美術とよばれる。美術の著作物は、

著作権法による保護の対象とされており（同法10条 1 項 4 号）、美術の著作物

には「美術工芸品を含む」とされている（同法 2 条 2 項）。美術工芸品は一品

制作の壺などを指すと解されており、量産される実用品のデザインについて

は同法で規定されていない。そのため、量産される実用品のデザインについ

ても、著作物性が認められるのか、以前から激しい議論が交わされてきた。

この点、従前は応用美術に対しては、高度な創作性を要求したり、あるい

は美的鑑賞の対象となる部分が分離可能であるかを判断し、純粋美術と同視

できるような美的鑑賞性を備えた場合にのみ著作物性を認めるとの見解が有

力であった。

しかし、TRIPP TRAPP 事件控訴審（知財高判平27・ 4 ・14判時2267号91

頁）は、幼児用椅子について、「『創作的に表現したもの』といえるためには、

当該表現が、厳密な意味で独創性を有することまでは要しないものの、作成

者の何らかの個性が発揮されたものでなければならない。……応用美術に一

律に適用すべきものとして、高い創作性の有無の判断基準を設定することは

相当とはいえず、個別具体的に、作成者の個性が発揮されているか否かを検

討すべきである」（下線は筆者）と判示し、これ以降の裁判例でも「高度な創

作性」まで求める判断は少なくなった。ただし、応用美術に求められる創作

性の程度は通常のものと同程度でよいとしても、実用品の多くはその機能を

実現するために汎用的なデザインにならざるを得ないことから、実用目的と

鑑賞目的とを分離して、美的鑑賞の対象となる部分について著作物性を判断
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する見解は依然として多いと思われる（たとえば、タコ滑り台事件控訴審（知

財高判令 3 ・12・ 8 ）（令和 3 年ネ第10044号）〈裁判所 HP〉）。

そのため、実用品の著作物性が問題になる場合には、その機能から必要な

デザインはどこか、美的鑑賞の対象となるデザインはどこかを検討し、その

デザインの意図や工夫した点、同種製品との類似性等を確認し、著作物性の

有無を検討することになる。

⑷　振付け

振付けは、「舞踊又は無言劇の著作物」として、著作権法上保護の対象と

なっているが（同法10条 1 項 3 号）、既存の振りやステップをベースにして作

品が構成されることが多いため、その著作物性が問題となることがある。

一般に、振付けを構成する既存の個々のステップや身体の動きの独占を許

せば本来自由であるべき人の身体の動きを過度に制約するため、「単なる既

存のステップの組み合わせにとどまらない顕著な特徴を有するといった独創

性」を備える必要があるとされたり（東京地判平24・ 2 ・28（平成20年ワ第

9300号）〈裁判所 HP〉〔Shall we ダンス？事件〕）、「ひとまとまりとしての動作

の流れを対象とする場合には、……その中で、作者の個性が表れている部分

が一定程度にわたる場合には、そのひとまとまりの流れの全体について舞踊

の著作物性を認めるのが相当」（大阪地判平30・ 9 ・20判時2416号42頁〔フラダ

ンス事件〕）とされたりしている。

そのため、振付けの著作物性が問題になる場合には、個々のステップや動

作に分解し、既存のものとオリジナルのものとを区別したり、一連の流れと

して、そのダンス様式における既存の振付けと大きく異なるといえるかを検

討することになる。詳細は、〈Case ⑤〉の事例を参照されたい。

3 　文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであること

これらはあくまでも例示列挙であり、実際上、この要件が問題になること

はあまりない。なお、前述（Ⅱ 2 ⑶）の応用美術の論点は、本要件（特に「美

術……の範囲に属するもの」）の解釈として議論されることもある（前掲・タコ

滑り台事件控訴審など）。
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I
事案の概要

II
実務上のポイント

〈Case ④〉における実務上のポイントは、以下の 2 点である。

①　著作権のライセンス契約の条項

②　著作物の制作に関する契約における留意点

III
事件処理

1 　相談事例

甲弁護士は、知人の乙弁護士から〈Case ④〉の紹介を受けた。乙弁護士

イラストレーターであるＸ氏は、個人的に SNS に 4 コマ漫画をアッ

プしていたが、最近、中規模スマートフォンゲーム会社のＹ社から、自

社のスマートフォンゲームのためにその漫画のキャラクターのライセン

スを受けたいとの話があった。さらには、その漫画の世界観の中で新た

なキャラクターや背景などのイラストをつくってほしいとの依頼があっ

た。

〈Case ④〉

第 章4
キャラクターにかかわる取引
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は普段労働事件を多く手がけており、知的財産についてはあまり精通してい

ないため、同期で、知財弁護士の全国ネットワークである弁護士知財ネット

の会員であり、著作権に関する事件も多く手がける甲弁護士にこの事件への

対応を依頼した。

乙弁護士から聞いたところでは、Ｘ氏には、Ｙ社からすでに契約書案が送

られてきているとのことであったので、甲弁護士は、事前にメールで送付す

るよう依頼し、Ｘ氏と打合せの日程調整をした上、事務所においてＸ氏から

相談を受けた。

甲弁護士：初めまして。乙弁護士から紹介を受けました甲です。よろ

しくお願いします。

Ｘ　　氏：初めまして。今回はよろしくお願いします。

甲弁護士：それでは、早速なのですが、今回取引の対象となっている

キャラクターを見せていただけますか。

Ｘ　　氏：はい。こちらです。私は、このように数年前から自分の

SNS に 4 コマ漫画を載せていました。不定期でアップして

いましたが、今では、100話を超え、キャラクターも30以

上もできました。

甲弁護士：おもしろいですね。どのキャラクターも個性的で魅力的で

すね。

Ｘ　　氏：ありがとうございます。趣味的に始めたものだったのです

が、気がつけば SNS のフォロワーも 1 万人を超えていて、

自分でもびっくりです。そんなこともあってか、今回、突

然、Ｙ社さんから、SNS のダイレクトメッセージでゲーム

化の話をいただきました。私もそのようなことは初めてな

ので、どうしたらいいかわからず、大学時代の友人の乙に

相談したところ、先生をご紹介いただきました。 

甲弁護士：ありがとうございます。では、早速本題に入りましょう。

お送りいただいた契約書は、 4 コマ漫画のキャラクターの



132　　第 2編　第 4章　キャラクターにかかわる取引

ライセンス契約とキャラクター等の制作委託契約ですね。

Ｙ社からは何か説明はありましたか？

Ｘ　　氏：一度担当者と会って話をしました。私のキャラクターや 4

コマ漫画に興味をもってくれているのがわかり、子どもか

らお年寄りまでが楽しめるゲームをつくりたいというコン

セプトにぴったりのキャラクターだというお話でした。 

甲弁護士：契約書については、何か言っていましたか？ 

Ｘ　　氏：そうですね。私がこれまで 4 コマ漫画で描いたキャラクター

を使いたいという話と、今あるものだけでは足りないので、

あと10個くらいのキャラクターとこの世界観にマッチした

背景画などのイラストの制作を依頼したいとの話でした。

２ 　ライセンス契約

⑴　相談者との打合せ

甲弁護士： 4 コマ漫画のキャラクターについてのライセンス契約です

が、これは、わかりやすくいえば、キャラクターの権利は

Ｘさんがもち続け、それをＹ社に貸すということです。先

方から提示された契約書案を見てみましょう。

【書式10】　ライセンス契約書案の主な条項（〈Case ④〉）

契約書

（独占的ライセンス条項）
 第○条　 Ｘは、Ｙに対して、別紙のキャラクター（「本キャラクター」）を

スマートフォンゲーム「〇〇」（「本ゲーム」）において利用する
権利を許諾する。

 　　　 2 　Ｙの利用権は独占的なものとする。
（ライセンスの範囲）
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